
く塾 大学.大学院等の講座の指定範囲の拡大
魯 支給実績がなvl講座の再指定不履行

Gl趣味的.教養的受講者の排除
Gl訓練目標の明確化,訓練内容の受講者-の明示を義務づけ

く2J平成14年10月指定より,

Q 公的職業資格ー修士等の取得を訓練目標とする罷庭を指定
el Glに準じて訓練目標が明確であ1り,訓練効果の客観的な測定が可能である講座を
指定

く31平成15年4月指定より,

0 平成14年4月指定から引き続き基礎的.入門的レべルくoA機器換作技能の指定
レべルの引き上げIの講座を排除

等1講座指定の重点化を図ってきた.

さらにl平成15年11月1日に指定基準を改正し,

QJ販売括動の適正化く指定幕座にかかる販売.勧誘ー募集活動の適正化を図るため
の措置を講ずること等I

el受講料設定の適正化 く他の同様の訓練に係る費用の水準等からみて適正であるこ
と等1

母 教育訓練目標となる資格の受験状況等の把握を行うJとともに1その受験状況1結
果等教育訓練効呆が充分に課められるものを指定等1さらなる講座指定の重点化及

v び制度の適正な運営に係る措置を講じている8

故育訓練袷付制度 指走講座敦およぴ指定講座を有する施設致くH17.4.1現在J
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